
建築基準法第５１条の規定による汚泥等の焼却施設等の用途に供する建築物の敷地の位置について 
 
【建築基準法第５１条（要旨）】 

都市計画区域内においては、汚泥等の焼却施設や汚泥等に含まれるシアン化合物の分解施設など、政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画に

おいてその敷地の位置が決定しているものでなければ建築し、又は増築してはならない。 
ただし、特定行政庁が都市計画審議会の議を経て、その敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合はこの限りでない。 

 
【申請概要】 

申請者 敷地の位置（用途地域） 面 積 備 考（処理施設の種類及び処理能力） 

光和精鉱株式会社 
 
代表取締役社長 平嶋 直樹 

北九州市戸畑区 
大字中原４６番地の９３ 

 
（工業専用地域） 

敷地面積 102,347．57 ㎡ 
 
建築面積  19,322．08 ㎡ 

（申請部分      0．00 ㎡） 
 
延床面積  24,361．71 ㎡ 

（申請部分      0．00 ㎡） 
 

 

廃棄物処理施設の種類 処理量【日（24 時間）】 

 ２号固定炉 ３号固定炉 ４号固定炉 

・汚泥の焼却施設(m3) 7.6 6.6 6.6 

・廃油の焼却施設(m3) 7.6 6.6 6.6 

・廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類の焼却施設(ｔ) 2.7 2.3 2.3 

・産業廃棄物の焼却施設    

金属くず(ｔ) 8.6 7.5 7.5 

ｶﾞﾗｽくず(ｔ) 7.6 6.6 6.6 

廃酸(m3） 7.6 6.6 6.6 

廃ｱﾙｶﾘ(m3) 7.6 6.6 6.6 

木くず(ｔ) 4.2 3.6 3.6 

燃えがら(ｔ) 8.7 7.5 7.5 

・汚泥、廃酸又は廃ｱﾙｶﾘに含ま

れるｼｱﾝ化合物の分解施設(m3) 
7.6 6.6 6.6 

 
【建築基準法第５１条ただし書の規定による許可を必要とする理由】 

戸畑区大字中原の日本製鉄（株）八幡製鉄所・戸畑構内にある申請地では、主に汚泥、廃油、廃液の産業廃棄物の処理を行っている。受け入れた産業廃棄物は、

主としてロータリーキルン炉及び二次燃焼炉（以下、「産廃焼却炉」という。）で処理を行っており、この施設に付随する施設として、バッチ式焼却炉の２号固定炉、３

号固定炉、４号固定炉が存在しており、現在、２号固定炉では廃プラスチック類等の焼却、３号固定炉、４号固定炉では微量 PCB 汚染廃電気機器等の低濃度 PCB
汚染物等の焼却を実施している。昨今、産業廃棄物の排出事業者から処理を依頼される産業廃棄物の中に、産廃焼却炉にて処理困難な形状や性質の廃棄物が多

数みられ、現在一部で受入れを断っている状況である。 
2 号固定炉は老朽化しており炉の更新が必要で、３号固定炉、４号固定炉は、現在焼却処理を行っている低濃度 PCB 廃棄物の法的処理期限が 2027 年 3 月 31

日であり徐々に受入れ量も減少しているため、産廃焼却炉において処理が困難な廃棄物を焼却できるように処理品目の追加を計画している。 
今回の計画により、焼却施設の１日当たりの処理能力が、建築基準法施行令第１３０条の２の２に規定する「位置の制限を受ける処理施設」に該当することから、

建築基準法第５１条ただし書の規定による許可を必要とするものである。 
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光和精鉱株式会社
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【付近見取図（用途地域図） 】
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【用途現況図】

申請地



２．運搬計画
（１）搬入出量
■搬入 廃棄物 26t/日
■搬出 鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ 0.66t/日

その他残さは、製品の原材料として
使用し、下記製品を構内外へ搬出
・製品ﾍﾟﾚｯﾄ
・ｾﾒﾝﾄ原料
・石膏
・水酸化亜鉛

（２）搬入出の起点及び終点
■搬入物の起点
北九州市及び近隣県を中心とした全国
の排出事業者

■搬入終点
申請地

■搬出起点
申請地

■搬出終点

（３）搬入出台数 （台/日）
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【運搬計画図】

１．計画概要
廃棄物は北九州市及び近隣県を中心とした排出事業者から収集運搬業許可を受けた業者により申請地へ搬入、焼却後の残さはリサイクル材として、製品ペレットは日

本製鉄（株）八幡製鉄所・戸畑構内へ、セメント原料、亜鉛原料及び鉄スクラップは構外へ搬出する。
主な搬入出経路は、（都市）高速道路、国道、主要地方道を通り、日本製鉄（株）八幡製鉄所の「飛幡門」または「日明門」を通って申請地へ搬入する。
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【配置図】 【搬入出図（敷地全体）】

３３８－４

凡例
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【搬入・搬出経路図（拡大）】
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拡大
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【処理フロー図】
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